
　
未
利
用
国
有
地
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
厳
し
い
財
政

状
況
の
下
で
は
、
管
理
面
及
び
税
外
収
入
確
保
の
観
点

か
ら
売
却
促
進
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
特

に
近
年
増
加
し
て
い
る
相
続
税
物
納
に
よ
り
収
納
し
た

未
利
用
の
土
地
等
に
つ
い
て
は
、
金
銭
の
代
わ
り
に
収

納
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
可
及
的
速
や
か
に
売
却
し
て

国
庫
に
充
当
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
財
務
省
（
沖
縄
総
合
事
務
局
財
務
部
）
で
は
、
不
動

産
市
場
の
低
迷
と
い
う
状
況
下
で
は
あ
り
ま
す
が
、
入

札
を
行
う
に
当
た
っ
て
一
定
期
間
を
設
け
、
当
該
期
間

内
に
入
札
書
を
当
局
宛
て
に
郵
送
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

入
札
に
参
加
す
る
制
度
（
期
間
入
札
制
度
）
や
相
続
税

物
納
財
産
に
係
る
土
地
等
に
つ
い
て
最
低
売
却
価
格
を

公
表
し
た
入
札
制
度
を
導
入
す
る
な
ど
種
々
の
施
策
を

講
じ
て
、
未
利
用
国
有
地
の
売
却
促
進
に
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。�
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沖
縄
総
合
事
務
局
財
務
部
で
は
、
未
利
用
国
有
地
の

入
札
を
六
月
、
十
二
月
の
年
二
回
実
施
し
て
お
り
、
今

回
は
十
六
年
度
第
一
回
の
一
般
競
争
入
札
（
期
間
入
札
）

の
実
施
を
以
下
の
と
お
り
行
う
予
定
で
す
。

　
国
有
財
産
は
、
権
利
関
係
が
整
理
さ
れ
て
い
て
安
心

し
て
購
入
い
た
だ
け
ま
す
の
で
、
不
動
産
の
購
入
を
ご

検
討
さ
れ
て
い
る
方
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
是
非
、
今

回
入
札
に
応
札
さ
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　
な
お
、
公
示
中
の
一
般
競
争
入
札
等
の
対
象
物
件
及

び
今
後
売
却
を
予
定
し
て
い
る
物
件
に
つ
い
て
の
情
報

を
順
次
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
詳

細
に
つ
い
て
は
下
記
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
し

て
ご
覧
下
さ
い
。

  

　
貸
金
業
者
は
、
主
た
る
営
業
所
等
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
財
務
局
・
都
道
府
県
の
登
録

を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
無
登
録

の
ヤ
ミ
金
融
業
者
は
モ
バ
イ
ル
端
末
や
ダ
イ

レ
ク
ト
メ
ー
ル
等
を
利
用
し
て
広
範
囲
に
活

動
し
て
お
り
、
法
外
な
高
金
利
要
求
や
悪
質

な
取
立
て
に
よ
る
被
害
は
全
国
的
な
広
が
り

を
見
せ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏

ま
え
、
無
登
録
業
者
か
ら
の
借
入
防
止
と
い

う
資
金
需
要
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
金
融
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
全
国
の
登
録
貸

金
業
者
の
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
検

索
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
平
成
十
五

年
五
月
二
十
九
日
に
運
用
を
開
始
し
て
い
ま

す
。

　
本
サ
ー
ビ
ス
で
検
索
し
た
い
業
者
名
等
を

入
力
し
、
登
録
さ
れ
て
い
る
貸
金
業
者
に
該

当
し
た
場
合
に
は
、

商
号
・
名
称
、
法
人
・

個
人
の
別
、

登
録
先
、
登
録
番
号
、
登
録

日
、

代
表
者
氏
名
、

本
店
の
所
在
地
・

郵
便
番
号
・
電
話
番
号
、

行
政
処
分
（
業

務
停
止
）
中
の
貸
金
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
開
始
日
と
終
了
日
、
と
い
っ
た
情
報
の
全

部
ま
た
は
一
部
が
紹
介
さ
れ
ま
す
。

●
検
索
さ
れ
た
情
報
は
、
各
財
務
局
・
都
道

府
県
が
デ
ー
タ
の
更
新
処
理
を
行
っ
た
時
点

の
も
の
で
あ
り
、
照
会
日
現
在
の
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

●
こ
の
サ
ー
ビ
ス
で
検
索
さ
れ
な
い
貸
金
業

者
は
、
各
財
務
局
・
都
道
府
県
が
デ
ー
タ
更

新
処
理
後
に
新
規
登
録
を
行
っ
た
か
、
「
貸

金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
く

登
録
を
行
っ
て
い
な
い
無
登
録
業
者
（
い
わ

ゆ
る
ヤ
ミ
金
融
）
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

●
最
新
の
情
報
や
ご
不
明
な
点
は
、
登
録
番

号
欄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
各
財
務
局
・
都
道

府
県
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
平
成
十
六
年
一
月
一
日
に
無
登
録
業
者
等

の
ヤ
ミ
金
融
業
者
に
よ
る
被
害
が
社
会
問
題

化
し
た
こ
と
を
受
け
、
改
正
貸
金
業
規
制
法

が
全
面
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
改
正
法
で

は
、
貸
金
業
者
が
貸
付
条
件
の
広
告
等
を
行

う
際
に
、
表
示
等
を
す
る
営
業
所
等
の
連
絡

先
（
広
告
用
電
話
番
号
）
に
つ
い
て
は
、
貸

金
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
た
も
の
以
外
は
、

表
示
等
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

こ
の
改
正
法
を
う
け
、
現
在
金
融
庁
に
お
い

て
は
、

資
金
需
要
者
が
広
告
等
に
記
載
さ

れ
て
い
る
広
告
用
電
話
番
号
に
つ
い
て
、
貸

金
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
電
話
番

号
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
登
録
業
者
か
無
登

録
業
者
か
を
容
易
に
確
認
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
、

一
般
利
用
者
の
利
便
性
向
上
の
た
め
、
携

帯
電
話
か
ら
も
検
索
サ
ー
ビ
ス
に
ア
ク
セ
ス

で
き
る
サ
ー
ビ
ス
機
能
を
追
加
し
、
運
用
開

始
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 
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